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(57)【要約】
【課題】棚ブラケットの左右方向の曲げ剛性を高めて、
下段の商品の展示性を向上させたショーケースの商品陳
列棚支持構造を提供する。
【解決手段】ショーケースの内部に設けられる商品陳列
棚の支持構造１０であって、商品陳列棚は、ショーケー
スの内部の左右に間隔を隔てて立設した棚支柱１２にそ
れぞれ架設された棚ブラケット１４と、左右の棚ブラケ
ット１４の間に架け渡され、左右両側を棚ブラケット１
４によって支持される棚板１６とからなり、棚ブラケッ
ト１４は前後方向に延在し、その後端１４ａの上下左右
の４か所にそれぞれ形成した係合フック１８を、棚支柱
１２の前側面１２ａに沿って上下方向所定間隔に穿設し
た左右２列のスリット状の係合穴２０のうち、上側の左
右２つと下側の左右２つの計４つの係合穴２０にそれぞ
れ差し込んで掛止するようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ショーケースの内部に設けられる商品陳列棚の支持構造であって、
　前記商品陳列棚は、前記ショーケースの内部の左右に間隔を隔てて立設した棚支柱にそ
れぞれ架設された棚ブラケットと、左右の前記棚ブラケットの間に架け渡され、左右両側
を前記棚ブラケットによって支持される棚板とからなり、
　前記棚ブラケットは前後方向に延在し、その後端の上下左右の４か所にそれぞれ形成し
た係合フックを、前記棚支柱の前側面に沿って上下方向所定間隔に穿設した左右２列のス
リット状の係合穴のうち、上側の左右２つと下側の左右２つの計４つの前記係合穴にそれ
ぞれ差し込んで掛止したことを特徴とするショーケースの商品陳列棚支持構造。
【請求項２】
　４か所の前記係合フックを、上下に隣り合う左右２つの計４つの前記係合穴にそれぞれ
差し込んで掛止したことを特徴とする請求項１に記載のショーケースの商品陳列棚支持構
造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店舗に設置されるショー
ケースの商品陳列棚支持構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上下段に並べられた商品陳列棚を庫内に備える多段型のショーケースが知られて
おり、商品陳列棚を支持する構造として、例えば、特許文献１、２に示される構造が知ら
れている。
【０００３】
　図３は、従来の多段型のショーケースの一例を示した概略部分斜視図であり、図４は、
図３のＡ部分の拡大図である。図５は、棚板を省略した場合の商品陳列棚の上面図の一例
である。これらの図に示すように、商品陳列棚１は、庫内の背面パネルに立設した棚支柱
２に棚ブラケット３Ｌ、３Ｒを介して架設されるものである。
【０００４】
　商品陳列棚１は、前後方向に延在する左右一対の棚ブラケット３Ｌ、３Ｒと、棚ブラケ
ット３Ｌと３Ｒとの間に跨がってその前端部の上に掛け渡した横フレーム４Ｆと、後端部
の上に掛け渡した横フレーム４Ｒと、前後の横フレーム４Ｆ、４Ｒの間に嵌め込んで棚ブ
ラケット３Ｌ、３Ｒに担持させた棚板（例えば、ガラス製棚板）５との組立体からなる。
【０００５】
　棚ブラケット３Ｌ、３Ｒは、その上端縁に沿って内側に逆Ｌ字形の棚受フランジ３ａを
形成した鋼板の板金加工品であり、その後端には爪付きの係合フック３ｂ、３ｃ、３ｄが
上下に並んで突出し形成されている。
【０００６】
　横フレーム４Ｒには、長手方向に沿った外側の側縁および左右両端に棚板５を嵌め込み
支持するためのフェンス４ａ、４ｂが起立形成されており、横フレーム４Ｆには、長手方
向に沿った外側の側縁に棚板５を嵌め込み支持するためのフェンス４ａが起立形成されて
いる。横フレーム４Ｆ、４Ｒの左右両端部は棚ブラケット３Ｌ、３Ｒの棚受フランジ３ａ
に重ねて図示しないリベットでカシメ固定されている。
【０００７】
　一方、棚支柱２は、商品陳列棚１の横幅サイズ（例えば、約１ｍ程度）に合わせて庫内
背面パネルに立設した断面ハット形のチャンネル鋼板からなる。棚支柱２の前面には棚ブ
ラケット３Ｌ、３Ｒの係合フック３ｂ、３ｃ、３ｄを差込むスリット状の係合穴（角穴）
２ａが定ピッチ間隔に配列して上下多段に穿設されている。なお、この係合穴２ａの開口
幅は、棚ブラケット３Ｌ、３Ｒの板厚に対し多少の遊びを持たせた大きさとしてある。
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【０００８】
　上記の構成において、棚支柱２に対して商品陳列棚１を設置する場合には、横フレーム
４Ｆ、４Ｒに棚板５を搭載した組立状態のまま、あるいは棚板５を外した状態で商品陳列
棚１を両手で抱え、ショーケースの前方から棚ブラケット３Ｌ、３Ｒの後端の係合フック
３ｂ、３ｃ、３ｄを係合穴２ａにそれぞれ差し込むことで商品陳列棚１を棚支柱２に支持
させるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１２－８５９０５号公報
【特許文献２】特開平１１－２９０１６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、上記の従来の商品陳列棚１の支持構造においては、棚支柱２の前面に穿設さ
れる係合穴２ａは、上下方向１列に設けられている。このような構成では、棚ブラケット
３Ｌ、３Ｒに左右方向の外力が加わると、係合穴２ａに差し込まれた係合フック３ｂ、３
ｃ、３ｄを回転支軸として、棚ブラケット３Ｌ、３Ｒは左右方向に容易に曲げ変形するお
それがある。
【００１１】
　このため、図６に示すように、棚ブラケット３Ｌ、３Ｒの後端どうしを連結する後側の
横フレーム４Ｒがない場合には、棚ブラケット３Ｌ、３Ｒが左右方向に曲げ変形しやすく
なり、商品陳列棚１が平行四辺形状に変形するおそれがあった。
【００１２】
　また、係合穴２ａが上下方向１列に設けられることから、棚ブラケット３Ｌ、３Ｒは上
下方向に関する曲げ剛性を確保するために、上下２つの係合フック３ｂ、３ｃ間の配置間
隔を上下に拡げた構成とする必要がある。この場合、棚ブラケット３Ｌ、３Ｒの後端側の
側面積が大きくなり、この側面に隠されることで、ショーケースの左右側方または斜め上
方から棚ブラケット３Ｌ、３Ｒの下の商品陳列棚に陳列された商品が見づらくなるという
、商品の展示性を悪化させるおそれがあった。
【００１３】
　本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、棚ブラケットの左右方向の曲げ
剛性を高めて、下段の商品の展示性を向上させたショーケースの商品陳列棚支持構造を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係るショーケースの商品陳列
棚支持構造は、ショーケースの内部に設けられる商品陳列棚の支持構造であって、前記商
品陳列棚は、前記ショーケースの内部の左右に間隔を隔てて立設した棚支柱にそれぞれ架
設された棚ブラケットと、左右の前記棚ブラケットの間に架け渡され、左右両側を前記棚
ブラケットによって支持される棚板とからなり、前記棚ブラケットは前後方向に延在し、
その後端の上下左右の４か所にそれぞれ形成した係合フックを、前記棚支柱の前側面に沿
って上下方向所定間隔に穿設した左右２列のスリット状の係合穴のうち、上側の左右２つ
と下側の左右２つの計４つの前記係合穴にそれぞれ差し込んで掛止したことを特徴とする
。
【００１５】
　また、本発明に係る他のショーケースの商品陳列棚支持構造は、上述した発明において
、４か所の前記係合フックを、上下に隣り合う左右２つの計４つの前記係合穴にそれぞれ
差し込んで掛止したことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１６】
　本発明に係るショーケースの商品陳列棚支持構造によれば、ショーケースの内部に設け
られる商品陳列棚の支持構造であって、前記商品陳列棚は、前記ショーケースの内部の左
右に間隔を隔てて立設した棚支柱にそれぞれ架設された棚ブラケットと、左右の前記棚ブ
ラケットの間に架け渡され、左右両側を前記棚ブラケットによって支持される棚板とから
なり、前記棚ブラケットは前後方向に延在し、その後端の上下左右の４か所にそれぞれ形
成した係合フックを、前記棚支柱の前側面に沿って上下方向所定間隔に穿設した左右２列
のスリット状の係合穴のうち、上側の左右２つと下側の左右２つの計４つの前記係合穴に
それぞれ差し込んで掛止したので、棚ブラケットの左右方向の曲げ剛性を高めて、棚ブラ
ケットの下段の商品の展示性を向上させることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係るショーケースの商品陳列棚支持構造の一例を
示す分解斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態に係るショーケースの商品陳列棚支持構造を用いた
場合の商品陳列棚の一例を示す上面図であり、棚板を省略した場合の図である。
【図３】図３は、従来のショーケースの一例を示す概略部分斜視図である。
【図４】図４は、図３のＡ部分の拡大図である。
【図５】図５は、従来のショーケースの商品陳列棚の一例を示す上面図であり、棚板を省
略した場合の図である。
【図６】図６は、図５において、後側の横フレームがなく、商品陳列棚が平行四辺形状に
変形した状況を説明する概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、本発明に係るショーケースの商品陳列棚支持構造の実施の形態について図面に
基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではな
い。
【００１９】
　図１および図２に示すように、本発明に係るショーケースの商品陳列棚支持構造１０は
、ショーケースの内部に設けられる商品陳列棚の支持構造であって、ショーケースの内部
の左右に間隔を隔てて立設された棚支柱１２にそれぞれ架設した棚ブラケット１４と、左
右の棚ブラケット１４の間に架け渡され、左右両側を棚ブラケット１４によって支持され
る棚板１６とからなる。棚板１６は例えばガラス製棚板で構成することができる。なお、
図１においては、左右のうち右側の棚支柱１２、棚ブラケット１４について示している。
【００２０】
　棚ブラケット１４は前後方向に延在し、その後端１４ａの上下左右の４か所にそれぞれ
形成した係合フック１８を有している。この棚ブラケット１４は２つの側面１４ｂと側面
１４ｂの上縁どうしを繋いだ上面１４ｃを有する前方視で略逆Ｕ字状断面の鋼板の板金加
工品であり、側面１４ｂは、前端１４ｄが狭く後端１４ａが広い略三角形状となっている
。係合フック１８は、側面１４ｂの後縁の上下２か所から後方に突出したかぎ状のもので
あり、上側左右２列の係合フック１８ａ、１８ｂと、下側左右２列の係合フック１８ｃ、
１８ｄとからなる。
【００２１】
　棚支柱１２は、商品陳列棚の横幅サイズ（例えば約１ｍ程度）に合わせて図示しない庫
内背面パネルに立設したチャンネル鋼板からなる。棚支柱１２の前側面１２ａには、上下
方向等間隔に複数穿設した左右２列の縦長四角形のスリット状の係合穴２０が設けてある
。左右２つの係合穴２０はそれぞれ同じ高さに位置している。
【００２２】
　棚ブラケット１４の４つの係合フック１８は、棚支柱１２の左右２列の係合穴２０のう
ち、上側の左右２つの係合穴２０ａ、２０ｂと下側の左右２つの係合穴２０ｃ、２０ｄの
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計４つの係合穴にそれぞれ差し込んで掛止される。図１の例では、棚ブラケット１４の係
合フック１８ａが係合穴２０ａに、係合フック１８ｂが係合穴２０ｂに、係合フック１８
ｃが係合穴２０ｃに、係合フック１８ｄが係合穴２０ｄに差し込まれる場合を例示してい
る。
【００２３】
　なお、左右の棚ブラケット１４の上面１４ｃの前端１４ｄ間には、略Ｔ字断面の長尺状
の横フレーム２２が掛け渡してある。横フレーム２２には、長手方向に沿った前側の側縁
および左右両端に棚板１６を嵌め込み支持するためのフェンス２２ａ、２２ｂが起立形成
されており、横フレーム２２の左右両端部は棚ブラケット１４の上面１４ｃに重ねて図示
しないリベットでカシメ固定されている。
【００２４】
　なお、本実施の形態においては、左右の棚ブラケット１４の後端１４ａどうしを連結す
る後側の横フレームは必須ではないが、上記の従来の構造と同様にして、左右の棚ブラケ
ット１４の上面１４ｃの後端１４ａ間に後側の横フレームを架け渡し、左右の棚ブラケッ
ト１４の後端１４ａどうしを連結してもよい。
【００２５】
　上記の構成において、棚支柱１２に対して商品陳列棚を設置する場合には、横フレーム
２２に棚板１６を搭載した組立状態のまま、あるいは棚板１６を外した状態で商品陳列棚
を両手で抱え、ショーケースの前方から棚ブラケット１４の後端１４ａの係合フック１８
ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄを係合穴２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄにそれぞれ差し込
むことで商品陳列棚を棚支柱１２に支持させればよい。
【００２６】
　上記の構成によれば、棚支柱１２に設ける係合穴２０を左右２列にし、棚ブラケット１
４を上下左右の係合フック１８を介して棚支柱１２に係止することで、棚ブラケット１４
の上下方向の曲げ剛性はもちろんのこと、棚ブラケット１４の左右方向の曲げ剛性を高め
ることができる。例えば、左右方向の外力が加わっても、棚ブラケット１４は後端１４ａ
を回転支軸として左右方向に曲がりにくくなり、商品陳列棚が平行四辺形状に変形する事
態を防止することができる。
【００２７】
　棚ブラケット１４の上下、左右の各方向の曲げ剛性が高められるので、上下の係合フッ
ク１８（例えば係合フック１８ｂ、１８ｄ）の上下の配置間隔を従来よりも近くすること
ができる。棚ブラケット１４の後端１４ａ側の上下高さ、つまり略三角形を形成する側面
１４ｂの後端１４ａ側の長さを短縮できるので、側面１４ｂの後端１４ａ側が占有するス
ペースを縮小することができる。これにより、棚ブラケット１４の側面１４ｂによって隠
される領域が減り、棚ブラケット１４の下段の商品の展示性を向上させることができる。
【００２８】
　また、左右の棚ブラケット１４の後端１４ａどうしを連結する後側の横フレームが不要
となるので、従来よりも部品点数を削減することができる。
【００２９】
　以上説明したように、本発明に係るショーケースの商品陳列棚支持構造によれば、ショ
ーケースの内部に設けられる商品陳列棚の支持構造であって、前記商品陳列棚は、前記シ
ョーケースの内部の左右に間隔を隔てて立設した棚支柱にそれぞれ架設された棚ブラケッ
トと、左右の前記棚ブラケットの間に架け渡され、左右両側を前記棚ブラケットによって
支持される棚板とからなり、前記棚ブラケットは前後方向に延在し、その後端の上下左右
の４か所にそれぞれ形成した係合フックを、前記棚支柱の前側面に沿って上下方向所定間
隔に穿設した左右２列のスリット状の係合穴のうち、上側の左右２つと下側の左右２つの
計４つの前記係合穴にそれぞれ差し込んで掛止したので、棚ブラケットの左右方向の曲げ
剛性を高めて、棚ブラケットの下段の商品の展示性を向上させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
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　以上のように、本発明に係るショーケースの商品陳列棚支持構造は、スーパーマーケッ
トやコンビニエンスストアなどの店舗に設置されるショーケースの商品陳列棚に有用であ
り、特に、商品陳列棚を左右両側で支持する棚ブラケットの左右方向の曲げ剛性を高めて
、下段の商品の展示性を向上させるのに適している。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　ショーケースの商品陳列棚支持構造
　１２　棚支柱
　１４　棚ブラケット
　１４ａ　後端
　１４ｂ　側面
　１４ｃ　上面
　１４ｄ　前端
　１６　棚板
　１８、１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄ　係合フック
　２０、２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ　係合穴
　２２　横フレーム
　２２ａ、２２ｂ　フェンス

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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